
回覧 令和6年10月15日

（募集概要）

項 目 農業委員 農地利用最適化推進委員
14人（杵築市全域） 18人

（うち　認定農業者が過半数、利害を有しない者1名以上） （定められた区域から1名又は2名）

募集期間

委員に任命するこ
とが出来ない者

令和7年4月1日から令和10年3月31日までの 農業委員会が委嘱した日から令和10年3月31日までの

3年間 約3年間

 農業委員の推薦及び募集に応じた者に対して、選
考委員会を開催し、評価を行い、候補者を決定しま
す。

 農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に応じ
た者に対して、選考委員会を開催し、評価を行い、
候補者を決定します。

①～②を踏まえ、候補者選考要領に従い、選考委
員が評価する。

問い合わせ

  農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集について
　市及び農業委員会は、現在の農業委員及び農地利用最適化推進委員が令和7年3月31日に任期満了することに伴い、次
期委員を選出するために下記のとおり募集します。多くの方々からの推薦・応募をお願いします。

募集人員

令和6年11月1日（金）から令和6年11月25日（月）まで

応募資格

 農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適
 化の推進に関する事項その他の農業委員会の所
 掌に属する事項に関しその職務を適切に行なうこ
 とができる者で、農業委員任命予定日において、
 次の各号のいずれにも該当する者とする。
　（１）　原則として杵築市に住所を有する者
　（２）　市が設置する執行機関（他の法律により、
　　　   農業委員会の委員との兼職が禁止されて
　　　　いる職に限る。）の委員でない者
　（３）　杵築市の職員でない者

 農地等の最適化の推進に熱意と識見を有する者
 で、推進委員選任予定日において、次の各号の
 いずれにも該当する者とする。
　（１）　原則として杵築市に住所を有する者
　（２）　市が設置する執行機関（他の法律により、
　　　   農業委員会の委員との兼職が禁止されて
　　　　いる職に限る。）の委員でない者
　（３）　杵築市の職員でない者

任　期

  ア． 破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者
  イ． 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は、受けることがなくなるまでの者

募集要項
応募様式
の配布

 【配布時期】　　令和6年10月中旬から

 【配布場所】　　農業委員会事務局　　　山香庁舎（山香振興課）　　大田庁舎（大田振興課）

 ※　募集要項及び応募様式については、市の公式ウェブサイトからも同時期にダウンロードできます。

 　　 広報きつき（10月号）でもお知らせします。

募集方法
 ○　個人・団体からの推薦又は自らの応募により募集します。
 ○　推薦・応募様式に必要事項を記載のうえ、郵送又は持参により農業委員会へ提出してください。

主な業務

 ○　農地の賃借・売買・農地転用許可などについ
 　て総会（月１回）に出席して審議、決定をします。
 ○　農地の集積・集約活動等の報告
 ○　国・県等主催の研修会やセミナー等への参加

 ○　担当区域での農地利用の最適化のための実
 　践活動（区域での農業者訪問、農地パトロール、
　 新規参入の支援等）
 ○　農地の集積・集約活動等の報告
 ○　国・県等主催の研修会やセミナー等への参加

 杵築市農業委員会事務局　　　（　電話番号　０９７８－６４－０７１１　）

①認定農業者が委員の過半数を占めるようにしな
ければならない。(認定農業者が８人以上)
②利害関係を有しない者が含まれるようにしなけ
ればならない。(利害関係を有しない者が1名以上)
※利害関係を有しない者とは、農業分野以外の
者・農業に従事していない者をいう。

報　酬  杵築市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による。

兼務禁止
 農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に応募できますが、農業委員と農地利用最適化推進委
 員を兼ねることはできません。

選　考
(選考基準等)


